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※適合判定
　○︓告⽰の条項に該当し、適合している
　―︓告⽰の条項に該当しない

第1
 適用の範囲

延べ⾯積200㎡以下（建築物）であること 200㎡以下 ○ 資料1
床⾯積30㎡以下（建築物の⼀部）であること 該当しない ―

令第81条第2項第⼆号イに規定する構造計算によって安
全性が確かめられた構造方法であること

―

告⽰の条項 技術的基準 照査結果 適合
判定※

補⾜
資料

第2
　材料

構造耐⼒上主要な部分の材料は、厚さ1㎜以上であること 最低⾁厚は1㎜以上を確保 ○ 資料2

令第82条各号及び第82条の4に規定する構造計算によっ
て安全性が確かめられた構造方法であること

該当しない ― ―

該当しない ― ―

第3
　圧縮材の
　有効細⻑⽐

構造耐⼒上主要な部分の圧縮材の有効細⻑⽐は、
　・柱　　　︓140以下
　・柱以外︓180以下
であること

有効細⻑⽐は規定範囲内 ○ 資料3

根巻き形式柱脚であること 該当しない ― ―
埋込み形式柱脚であること 埋込み形式柱脚に該当 ○ ―

コンクリートへの柱の埋込み部分の深さが柱幅の2倍以
上であること

埋込み部分の深さは柱幅の2倍以上を確保 ○ 資料4

側柱又は隅柱の柱脚にあっては、径9㎜以上のU字形
の補強筋その他これに類するものにより補強されているこ
と

独⽴基礎のため地中梁はなく、該当しない ― ―

埋込み部分のアルミニウム合⾦部材に対するコンクリート
のかぶり厚さが柱幅以上であること

かぶり厚さは柱幅以上を確保 ○ 資料4

第5
　接合

構造耐⼒上主要な部分のアルミニウム合⾦材の接合は、⾼
⼒ボルト接合又はリベット接合であること

該当しない ― ―

構造耐⼒上主要な部分である継⼿又は仕⼝の構造は、そ
の部分の存在応⼒を伝えることができるものとして、次の接合
方法の区分に応じ、それぞれに定める造方法であること
　①⾼⼒ボルト、ボルト又はリベットによる場合
　②溶接による場合
　③タッピンねじによる場合
　④ドリリングタッピンねじによる場合

第4
　柱の脚部

露出形式柱脚であること 該当しない ― ―

該当しない ― ―

前2項の規定は、接合部の実況に応じた1方向又は繰り返
し加⼒実験によって前述の接合と同等以上に存在応⼒を
伝えることができるものであることが確認された場合において
は、適用しない。

製品の実⼤加⼒実験（JISA6604:⾦属製簡易⾞庫用構成
材に準じた試験方法）を⾏い、安全性を確認

○ ―

第7
　柱の防火被覆

柱の防火被覆については、令第70条の規定を準用する。
地階を除く階数が3以上の建築物にあっては、⼀の柱のみの火
熱による耐⼒の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそ
れがある場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による
火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐⼒上⽀
障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとするこ
と。

階数1の建築物のため、該当しない ― ―

第6
　斜材、壁等の
　配置

軸組、床組及び⼩屋ばり組には、すべての方向の⽔平⼒に対し
て安全であるように、アルミニウム合⾦部材の斜材又は鉄筋コンク
リート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合いよく配置すること。た
だし、第1第⼆号又は第三号の規定を満たす場合にあっては、こ
の限りでない。（注︓上記第1の③④）

屋根版を均等に釣合いよく配置
[補⾜]
・本基準は、建築物として釣合いのとれた構造を要求するもので
あり、斜材、壁などの配置を必須要件としたものではないと判断
・「アルミニウム合⾦造技術基準解説及び設計・計算例(平成
15年5⽉)」より、「カーポートや⾃転⾞置場等の軽微な構造とす
る場合は、風による吹き上げ等に配慮して設計されていれば、地
震に対して十分な安全性が確保されていることとなり、片持ち柱
による⽀持形式又は両⽀持形式でも多くの場合問題ないと考え
られる」と記載
・本製品は風による吹き上げ等に配慮して設計

○ ―

第9
　耐久性等関係
　規定の指定

令第36条第1項に規定する耐久性等関係規定として、第7及
び第8に定める安全上必要な技術的基準を指定すること。

・第7（防火被覆）︓階数1の建築物のため、該当しない
・第8（防食措置）︓適合している

○ ―

第8
　防食措置

構造耐⼒上主要な部分に使用するアルミニウム合⾦材のうち、
アルミニウム合⾦材以外の材料との接触により、構造耐⼒上の
⽀障のある腐食を生じやすい場合には、アルミニウム合⾦材に合
成樹脂塗料の塗布その他これに類する有効な防食措置を講じ
ること。

アルミニウム合⾦材には陽極酸化塗装複合⽪膜を施している
[補⾜]
　「アルミニウム合⾦造技術基準解説及び設計・計算例(平成
15年5⽉)」2.9防食措置[解説]より引用

○ ―

第10
　令第36条第2項
　第⼀号の規定
　に基づく技術的
　基準の指定

令第36条第2項第⼀号の規定に基づき、令第81条第2項第
⼀号イに掲げる保有⽔平耐⼒計算によって安全性を確かめる場
合に適用を除外することができる技術的基準として、第1、第2の
うち厚さ、4及び第6に定める技術的基準を指定すること。

保有⽔平耐⼒計算での安全性の確認を採用しないため、該当
しない

― ―



【資料1】
●延べ⾯積⼀覧 [㎡]

・延べ⾯積は、間⼝方向は柱芯〜柱芯、奥⾏方向は屋根⻑さにて算出
・規格品寸法から商品を縮⼩した場合、同⼀部材であれば本適合確認書を適用
・規格品を連続して設置した場合、延べ⾯積200㎡以下であれば、本適合確認書を適用

間⼝呼称 奥⾏呼称 延べ⾯積 [㎡]
48 30 14.03

35 16.38
39 18.25

51 30 14.88
35 17.36
39 19.35

54 30 15.83
35 18.47
39 20.59

60 30 17.63
35 20.57
39 22.93



【資料2】
●主要構造材の最低⾁厚⼀覧
 ・柱  ・梁

・最低⾁厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最⼩値

柱区分
A

最低⾁厚 [㎜]
1.2

48 30 25 ●
28 ●

35 25 ●
28 ●

39 25 ●
28 ●

51 30 25 ●
28 ●

35 25 ●
28 ●

39 25 ●
28 ●

54 30 25 ●
28 ●

35 25 ●
28 ●

39 25 ●
28 ●

60 30 25 ●
28 ●

35 25 ●
28 ●

39 25 ●
28 ●

間⼝呼称 ⾼さ呼称奥⾏呼称

梁区分
A

最低⾁厚 [㎜]
1.2

48 30 ●
35 ●
39 ●

51 30 ●
35 ●
39 ●

54 30 ●
35 ●
39 ●

60 30 ●
35 ●
39 ●

間⼝呼称 奥⾏呼称



【資料3】
●圧縮材の有効細⻑⽐⼀覧

・部材⻑さは、柱頭部にはジョイント材が挿⼊されている為、ジョイント材挿⼊⻑さを引いた数値とする
　また、⾼さ28の場合、柱脚に補強材が挿⼊されている為、補強材⻑さの1/2を引いた数値とする
・有効細⻑⽐は弱軸の断⾯性能にてλ=l k/iにて算出

A [㎝2] I [㎝4] i [㎝] l [㎝] lk [㎝] λ
48 30 25 A 9.02 136.75 3.9 230.2 2.0 460.3 118.2

28 A 9.02 136.75 3.9 189.2 2.0 378.3 97.2
35 25 A 9.02 136.75 3.9 231.9 2.0 463.7 119.1

28 A 9.02 136.75 3.9 190.9 2.0 381.7 98.0
39 25 A 9.02 136.75 3.9 232.6 2.0 465.1 119.5

28 A 9.02 136.75 3.9 191.6 2.0 383.1 98.4
51 30 25 A 9.02 136.75 3.9 230.2 2.0 460.3 118.2

28 A 9.02 136.75 3.9 189.2 2.0 378.3 97.2
35 25 A 9.02 136.75 3.9 231.9 2.0 463.7 119.1

28 A 9.02 136.75 3.9 190.9 2.0 381.7 98.0
39 25 A 9.02 136.75 3.9 232.6 2.0 465.1 119.5

28 A 9.02 136.75 3.9 191.6 2.0 383.1 98.4
54 30 25 A 9.02 136.75 3.9 230.2 2.0 460.3 118.2

28 A 9.02 136.75 3.9 189.2 2.0 378.3 97.2
35 25 A 9.02 136.75 3.9 231.9 2.0 463.7 119.1

28 A 9.02 136.75 3.9 190.9 2.0 381.7 98.0
39 25 A 9.02 136.75 3.9 232.6 2.0 465.1 119.5

28 A 9.02 136.75 3.9 191.6 2.0 383.1 98.4
60 30 25 A 9.02 136.75 3.9 230.2 2.0 460.3 118.2

28 A 9.02 136.75 3.9 189.2 2.0 378.3 97.2
35 25 A 9.02 136.75 3.9 231.9 2.0 463.7 119.1

28 A 9.02 136.75 3.9 190.9 2.0 381.7 98.0
39 25 A 9.02 136.75 3.9 232.6 2.0 465.1 119.5

28 A 9.02 136.75 3.9 191.6 2.0 383.1 98.4

間⼝呼称 奥⾏呼称 ⾼さ呼称 柱区分
有効

細⻑⽐断⾯積 弱軸の断⾯
2次ﾓｰﾒﾝﾄ

断⾯
2次半径 部材⻑さ 座屈⻑さ

係数
K

座屈⻑さ



【資料4】
●柱の埋込み深さ、コンクリートのかぶり厚さ⼀覧

・かぶり厚が最⼩となる条件の厳しい地耐⼒100kN/㎡にて算出
・地耐⼒30,50kN/㎡のかぶり厚は上表よりも⼤きくなるため、本適合確認書を適用
・基礎仕様の①独⽴基礎、②⼟間コンクリート考慮基礎は図1を参照

①独⽴基礎 ②⼟間コンクリート考慮基礎

X Y a b a b
48 30 154 93 500 223 253.5 500 173 203.5

35 154 93 500 248 278.5 500 173 203.5
39 154 93 500 273 303.5 500 173 203.5

51 30 154 93 500 223 253.5 500 173 203.5
35 154 93 500 248 278.5 500 173 203.5
39 154 93 500 273 303.5 500 173 203.5

54 30 154 93 500 248 278.5 500 173 203.5
35 154 93 500 273 303.5 500 173 203.5
39 154 93 500 273 303.5 500 173 203.5

60 30 154 93 500 273 303.5 500 173 203.5
35 154 93 500 298 328.5 500 173 203.5
39 154 93 500 298 328.5 500 198 228.5

かぶり厚さ[㎜]柱幅[㎜] かぶり厚さ[㎜]
①独⽴基礎 ②⼟間コンクリート考慮基礎

埋込み深さ
[㎜]

埋込み深さ
[㎜]

奥⾏呼称間⼝呼称


